
議第３号 

下呂市行政組織条例の一部を改正する条例について 

  下呂市行政組織条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり定める。 

令和４年２月 25 日提出 

下呂市長  山 内  登 

提 案 理 由 

 市民に分かりやすい組織、効率的な業務運営かつ連携のしやすい組織を視点として組

織再編を行うため、当該条例の一部を改正するもの。 



下呂市行政組織条例の一部を改正する条例 

下呂市行政組織条例（平成16年下呂市条例第11号）の一部を次のように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

（部の設置） （部の設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第

158条第１項の規定に基づき、市長の権限に

属する事務を分掌させるため、市に次の部を

置く。 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第

158条第１項の規定に基づき、市長の権限に

属する事務を分掌させるため、市に次の部を

置く。 

(１) 総務部 (１) 市長公室 

(２) まちづくり推進部 (２) 総務部 

(３) 地域振興部 

(４) 市民保健部 

(５) 福祉部 (３) 健康福祉部 

(６)～(８) （略） (４)～(６) （略） 

(７) 生活部 

(９) 環境水道部 (８) 環境部 

（分掌事務） （分掌事務） 

第２条 各部の主な分掌事務は次のとおりと

する。 

第２条 各部の主な分掌事務は次のとおりと

する。 

(１) 総務部 (１) 市長公室 

ア 議会及び条例、規則並びに行政一般に

関すること。 

ア 重要施策の企画及び総合調整に関す

ること。 

イ 人事、給与及び福利厚生に関するこ

と。 

イ 総合計画に関すること。 

ウ 職員研修に関すること。 ウ 秘書、広報及び広聴に関すること。 

エ 秘書、広報及び広聴に関すること。 エ 情報施策及び庁内情報管理に関する

こと。 

オ 危機管理に関すること。 オ 有線テレビ施設の管理運営に関する

こと。 



改  正  後 改  正  前 

カ 防災に関すること。 カ 危機管理に関すること。 

キ 税に関すること。 キ 防災に関すること。 

ク 地域振興に関すること。 

ケ スポーツに関すること（学校における

体育に関することを除く。）。 

コ 文化に関すること（文化財の保護に関

することを除く。）。 

サ 社会教育に関すること。 

(２) まちづくり推進部 (２) 総務部 

ア 重要施策の企画及び総合調整に関す

ること。 

ア 議会及び条例、規則並びに行政一般に

関すること。 

イ 総合計画に関すること。 イ 人事、給与及び福利厚生に関するこ

と。 

ウ 財産管理に関すること。 ウ 職員研修に関すること。 

エ 契約に関すること。 エ 財産管理に関すること。 

オ 財政に関すること。 オ 契約に関すること。 

カ 情報施策及び庁内情報管理に関する

こと。 

カ 財政に関すること。 

キ 有線テレビ施設の管理運営に関する

こと。 

キ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

ク 総合交通施策に関すること。 ク 税に関すること。 

ケ 住宅に関すること。 ケ 国民健康保険及び国民年金に関する

こと。 

コ スポーツに関すること（学校における

体育に関することを除く。）。 

コ 福祉医療に関すること。 

サ 後期高齢者医療に関すること。 

シ 総合窓口に関すること。 

(３) 地域振興部 

ア 地域振興に関すること。 

イ 振興事務所連携に関すること 

  ウ 自治会に関すること 



改  正  後 改  正  前 

  エ 移住定住に関すること。 

オ 文化に関すること（文化財の保護に関

することを除く。）。 

(４) 市民保健部 

ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

イ 国民健康保険及び国民年金に関する

こと。 

ウ 福祉医療に関すること。 

エ 後期高齢者医療に関すること。 

オ 総合窓口に関すること。 

カ 保健衛生に関すること。 

キ 医療に関すること。 

ク 診療所に関すること。 

(５) 福祉部 (３) 健康福祉部 

ア～エ （略） ア～エ （略） 

オ 保健衛生に関すること。 

カ 医療に関すること。 

キ 診療所に関すること。 

(６) 農林部 （略） (４) 農林部 （略） 

(７) 観光商工部  (５) 観光商工部  

 ア・イ （略）  ア・イ （略） 

 ウ ふるさと納税に関すること。 

 エ 観光施設の管理に関すること。  ウ 観光施設の管理に関すること。 

(８) 建設部 （略） (６) 建設部 （略） 

(７) 生活部 

ア 住宅に関すること。 

イ 総合交通施策に関すること。 

(９) 環境水道部 （略） (８) 環境部 （略） 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



 （下呂市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する

条例の一部改正） 

２ 下呂市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関す

る条例（平成22年条例第56号）の一部を次のように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

（縦覧場所及び期間） （縦覧場所及び期間） 

第４条 縦覧場所は、次に掲げる場所とする。 第４条 縦覧場所は、次に掲げる場所とする。

(１) 下呂市役所 環境水道部 環境施設

課 

(１) 下呂市役所 環境部 環境施設課 

(２) （略） (２) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 （下呂市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

３ 下呂市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成16年条例第176

号）の一部を次のように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

（組織） （組織） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 法第14条の規定に基づき、水道事業等を管

理者の権限に属する事務を処理させるため、

環境水道部を置く。 

２ 法第14条の規定に基づき、水道事業等を管

理者の権限に属する事務を処理させるため、

生活部を置く。 



                        【参考資料】 

下呂市行政組織条例の一部を改正する条例要綱 

１．改正理由 

市民に分かりやすい組織、効率的な業務運営かつ連携のしやすい組織を視点として

組織改編を行うため、当該条例の一部を改正するものです。 

２．概要 

(１) 「市長公室」を廃止し、「まちづくり推進部」と「地域振興部」を創設、「健康

福祉部」を廃止し、「福祉部」と「市民保健部」を創設及び「生活部」と「環境部」

を廃止し、「環境水道部」を創設します。 

                               （第１条関係） 

(２) 新たな組織名への変更と分掌事務について整理します。 

                               （第２条関係） 

    (３) この条例は、令和４年４月１日から施行します。 

（附則第１項関係） 

    (４) この改正に伴い影響を受ける条例の所属名を改正後の所属名に改めます。 

（附則第２項、附則第３項関係） 


